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平成16年11月26日付けで三重県公報第1629号により公立学校職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規則
三重県人事委員会規則
三重県教育委員会規則
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お知らせ ○ 公立学校職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規則の一部を改正する
規則 ………………………………………………………………………………… 福利・給与室 １頁

の一部を改正する規則 第３号が､ 次のように公布されました｡

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

し ま す 。
平 成 十 六 年 十 一 月 二 十 六 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 竹 下 譲
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公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 七 条 中 第 三 号 を 削 り 、 第 四 号 を 第 三 号 と す る 。

第 三 十 八 条 第 五 号 中 ｢ 又 は 第 四 号 ｣ を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 七 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 四 十 五 年 第 二 十 一 号 )



教育公報 号 外
平成16年11月26日発行

発 行
津 市 広 明 町 １３ 番 地
三 重 県 教 育 委 員 会

印 刷
有 限 会 社 第 一 プ リ ン ト 社���������	
��������

2


